労働者協同組合ワーカーズコープ札幌基本規約
第１章　総則

第1条 （目的）

この協同組合は、労働者自身が資金と知恵を出し合い、社会的に必要な仕事を起こし、ともに運営していく事業体であり、地域社会で共感される協同事業を行う事によって、ふれあいと支えあいの精神に満ちた地域社会の実現をめざすことを目的とする。

第２条（名称）

本組合は、労働者協同組合ワーカーズコープ札幌（以下組合という）という。

第３条（事業）

この組合は、第１条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 介護福祉サービスに携わる資格者を養成する事業

2. 介護福祉サービスに携わる資格者に就労の機会を提供する事業

3. 介護福祉に有用な協同施設を設置し、サービスを提供する事業

4. 福祉サービスに必要な情報の収集と提供する事業

5. 組合員及び高齢者の就労の機会を提供する事業

6. 高齢者や社会的弱者の自立を支援し、生活及び文化の向上を図る事業

7. 他の協同組合が行う事業の委託を受けて行う事業

8. 非営利・協同の理念で共鳴できる他の業種と提携して行う事業

9. 前各号の事業に付帯する事業

第４条（所在地）

本組合の主たる事務所を札幌市西区発寒11条5丁目10-1コープさっぽろ発寒センター内に置く。

②本組合は、必要に応じ事業所または出張所をおくことができる。

第２章　組合員

第５条（組合員の資格）

本組合の目的に賛同し、本組合が行う事業及び活動に継続的に従事する意志と能力がある個人で、第１０条の出資をする者は、当組合の組合員となることができる。

第６条（加入の申込）

前条に規定するものが、組合員になろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資金額を添え、本組合に提出しなければならない。

②代表理事は、前項の加入申込に対する諾否をすみやかに理事会に図るものとする。

③理事会は、すみやかに申込者の加入の諾否を決し、その結果を申込者に通知する。

第７条（届け出の義務）

組合員は組合員たる資格を喪失したとき、またはその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

第８条（組合員の権利）

組合員は、本組合に対し、次の権利を有する。

1． 組織原則に基づき、本組合の事業及び活動に従事すること。

2． 本組合の事業及び活動に関する各種情報を共有すること。

3． 本組合の収益や資産について、正当な配分を受けること。

4． 役員選挙に立候補し、または役員を選挙すること。

第９条（組合員の義務）

組合員は、本組合に対し、次の義務を負う。

1． 本組合の維持存続に必要な出資をすること。

2． 本組合の事業及び活動に従事すること。

3． 労働者協同組合の原則を尊重し、組合員にふさわしい人格を堅持すること。

4． 本組合の定款、規則及び各種期間決定を遵守すること。

第１０条（出資）

出資１口の金額は、組合員5,000円とし、全額一括払い込みを原則とする。

②一人の組合員が有することのできる出資口数は、組合員の総出資口数の５分の１を限度とする。

第１１条（自由脱退）

組合員は、書面による事前の通知をもって、いつでも本組合を脱退することができる。

第１２条（非任意脱退）

組合員は、前条によるほか、資格喪失、死亡、または除名により脱退とする。

第１３条（除名）

本組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により除名することができる。

1． 第９条の義務の催告を受けても履行しないとき。

2． 自己又は第三者のために、本組合の事業に属する取り引きをしたとき。

3． 本組合の事業または活動に従事するに当たって手、不正な行為をしたとき。

4． 本組合の事業若しくは活動を妨げ、またはこれらを妨げようとしたとき。

5． 犯罪そのほか、本組合の信用を失わせる行為をしたとき。

②前項の場合において、本組合は総会の会日の５日前までに、除名しようとする組合員いその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第１４条（資格喪失）

組合員が自己の責任により本組合の事業及び活動に相当期間従事せず、またはそれができない場合で、理事会が、当該組合員につき、本組合の事業及び活動に従事する意志または能力を喪失したと認めたときは、資格喪失として本組合を脱退したものとする。

第１５条（脱退組合員の出資金払い戻し請求権）

脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資金額の払い戻しをこの組合に請求することができる。

１．自由脱退、資格喪失よる脱退の場合は、その払込済み出資額に相当する額。

２．除名よる脱退の場合は、その払込済み出資額の２分の１に相当する額。

②出資金の払い戻し請求は、当該事業年度の１２月末日を期限とする。

③出資金の払い戻し時期は、当該事業年度の終了から１ケ月以内とする。
第3章 総会

第１６条（最高議決機関）

本組合の最高議決機関は、総会とする。

第１７条（総会の開催）

総会は通常総会及び臨時総会とする。

②通常総会は毎事業年度毎に、臨時総会は必要ある場合に随時かいさいする。

③常勤役員会あるいは組合員の３分の２以上が必要と認めたときは、いつでも総会を開催する。

第１８条（総会の議決事項）

下記の事項は、総会の議決を経なければならない。

1. 基本規約の決定

2. 基本規約の設定、変更及び廃止

3. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

4. 出資一口の金額の減少

5. 事業報告書、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案

第１９条（総会の成立要件）

総会は組合員の過半数の出席で成立する。

第２０条（議決権及び選挙権）

組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各一個の議決権及び選挙権を有する。

③総会は、代理人をもって議決権を有することができる。但し、代理人となれる者は組合員に限るものとし、組合員１名分とする。

第２１条（総会の議決方法）

総会の議長は、総会毎に出席組合員の中からせんにんする。

②総会の議事は、出席した組合員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

第4章 役員及び役員会
第２２条（役員）

本組合は、総会における決定事項を執行する責任集団として、次の役員を置く。

1． 代表１名

2． 副代表１名

3． 事務局長１名

4． 監事１名

②日常執行については、前項１～３で常勤役員会を構成する。

第２３条（役員の選挙）

役員は、役員の選挙等に関する規約の定めるところにより総会において組合員の内から選挙する。

第２４条（役員の任期）

役員の任期は２年、または就任後２回目の総会の終了時までのいずれか短い期間とする。

②補充役員の任期は、前項に規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

第２５条（役員の解任）

役員は、総会の議決をもって、いつでもこれを解任することができる。

第２６条（役員の責任）

役員は、基本規約び総会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第２７条（役員の職務）

代表は、総会の決定に従ってこの組合の業務を処理し、この組合を代表する。

②副代表は、代表に事故があるとき、その職務を代行する。

③事務局長は、代表及び副代表が事故の場合、その職務を代行する。

第２８条（役員会の議決事項）

この基本規約に特別の定めがあるもののほか、他の事項は、役員会の議決を経なければならない。

1. 本組合の財産及び業務の執行に関する重要な事項

2. 総会の召集及び総会に附議すべき事項

3. 本組合の財産及び業務の執行のための手続き、その他本組合の財産及び業務の執行について必 要な事項、規約の設定、変更及び廃止

4. 前各号のほか、役員会において必要と認めた事項

第２９条（役員会の議決事項）

役員会は、全員が出席しなければ議事を開き議決することができない。

第３０条（監事による監査）

監事は、毎年２回以上、組合の財産、及び役員の業務執行の状況を監査しなければならない。

②監事は、前項の監査を行ったときは、その結果を総会に報告し、意見を述べなければならない。

③監事は監査を行ったとき及び必要があると認めるときは、総会に出席して意見を述べるものとする。

第３１条（顧問）

本組合に顧問をおくことができる。

②顧問は、学識経験のあるもののうちから役員会において選任する。

③顧問は、本組合の業務に関し代表の諮問に応ずるものとする。

第５章　会計

第３２条（事業年度）

この組合の事業年度は毎年４月１日より３月３１日とする。

第３３条（自立積立金）

本組合は、赤字補填・事業拡大資金に充当させる目的で、毎事業年度事業収入の５％を目標に自立積立金を積み立てる。その取り扱いについては別に規則を定める。

第３４条（剰余金の配当）

本組合は、毎事業年度の剰余金について、欠損金を補填し、さらに前条の自立積立金を控除した後になおて残余があるときは、これを組合員の就労または組合員の振り込んだ出資額に応じて、組合員に配当することができる。

②前項の配当を行うに際しては、就労に応ずる配当を本位としなければならない。

第３５条（就労に応じる配当）

就労に応ずる剰余金の配当は、各事業年度における組合員の就労実績に応じて行う。

第３６条（出資に応ずる配当）

払い込んだ出資額に応ずる剰余金の配当は、各事業年度の期首における組合員の払い込み済み出資金に応じて行う。

②前項の配当額は、個々の組合員に対し、その払い込み済み出資金額について年１割を上限とする。

第６章　解散

第３７条（解散）

本組合は、総会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。

1. 目的たる事業成功の不能

2. 合併

3. 破産

第３８条（残余財産の処分）

本組合が解散（合併または破産による場合を除く）した場合の残余財産（債務完済後の）は、払い込み出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

第３９条（合併）

本組合は、趣旨、目的を同じくする労働者協同組合と合併することができる。

②本組合が合併しようとするときは、合併契約書を作成し、総会の承認を受けるものとする。

附則

第４０条（実施規則）

この基本規約に定めるものの他、この組合の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。

＜附則＞

この基本規約は、２０００年 ４月１ 日から施行する。
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